
 

 社会福祉法人砥部寿会 行動計画 

 

 

      職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計

画を策定する。 

 

１．計画期間 令和７年１１月 1 日～令和 10 年 1０月 3１日までの 3 年間 

２．内容 

 

目標１：計画期間内において育児休業の平均取得率を下記のとおりとする。 

    男性職員・・・30％以上 

    女性職員・・・75％以上 

 

 

＜取組内容＞ 

 ●令和７年１１月～ 休職者の業務カバー体制等の検討（業務の見直し、複数担当制等）

の実施 

 ●令和 7 年 11 月～ 妊娠中及び出産後の労働者の健康管理相談や配偶者が流産、死産

した労働者が休暇を取得しやすい環境整備および配慮 

 ●令和 7 年 11 月～ 希望する労働者に対し勤務地など限定制度導入 

  

 

目標２：常勤労働者の時間外・休日労働時間の平均を各月 20 時間未満とする。 

 

 

＜取組内容＞ 

 ●令和７年 11 月～ 業務量の見直し、事務効率化などの取り組み実施 

●令和７年 11 月～ 役職者を対象に意識改革の研修実施 

  


